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           主     文 

原判決を破棄し，第１審判決を取り消す。 

被上告人の請求を棄却する。 

訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 

            理     由 

 上告代理人今井和男ほかの上告受理申立て理由について 

 １ 本件は，株式会社である被上告人が，銀行である上告人において，被上告人

から取立委任を受けた約束手形を被上告人の再生手続開始後に取り立てたにもかか

わらず，その取立金を法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定

める銀行取引約定に基づき被上告人の当座貸越債務の弁済に充当したことを理由に

被上告人に引き渡さないことは，上記取立金を法律上の原因なくして利得するもの

であり，上告人は悪意の受益者に当たると主張して，上告人に対し，不当利得返還

請求権に基づき，上記取立金合計５億６２２５万９５４５円の返還及びこれに対す

る民法７０４条前段所定の利息の支払を求める事案である。 

 会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行が，同会社の

再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済

に充当することの可否が争われている。 

 ２ 原審の適法に確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。 

 (1) 被上告人は建築の請負等を目的とする株式会社であり，上告人は銀行業務

を目的とする株式会社である。 

 (2) 被上告人と上告人は，平成１８年２月１５日付けで，被上告人について，

支払の停止又は破産，再生手続開始，会社更生手続開始，会社整理開始若しくは特
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別清算開始の各申立てがあった場合，上告人からの通知催告等がなくても，被上告

人は上告人に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し，直ちに債務を

弁済する旨の条項のほか，次の条項（以下「本件条項」という。）を含む銀行取引

約定を締結した。 

 被上告人が上告人に対する債務を履行しなかった場合，上告人は，担保及びその

占有している被上告人の動産，手形その他の有価証券について，必ずしも法定の手

続によらず一般に適当と認められる方法，時期，価格等により取立て又は処分の

上，その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず被上告人の

債務の弁済に充当することができる。 

 (3) 被上告人は，平成２０年２月１２日，東京地方裁判所に再生手続開始の申

立てをし，同月１９日，再生手続開始の決定を受けた。 

 被上告人は，上記再生手続開始の申立て当時，上告人に対し，少なくとも９億６

８６６万９０７９円の当座貸越債務（以下「本件当座貸越債務」という。）を負担

していたが，上記銀行取引約定に基づき，その期限の利益を喪失した。 

 (4) 上告人は，被上告人の再生手続開始の申立てに先立ち，被上告人から，満

期を平成２０年２月２０日～同年６月２５日とする第１審判決別紙「代金取立手形

の明細」記載の各約束手形（以下「本件各手形」と総称する。）について，取立委

任のための裏書譲渡を受けた。 

 上告人は，本件各手形について商法５２１条の商事留置権を有する。 

 (5) 上告人は，被上告人の再生手続開始後，本件各手形を順次取り立て，合計

５億６２２５万９５４５円の取立金（以下「本件取立金」という。）を受領した。 

 (6) 上告人は，本件各手形につき商事留置権を有する上告人が，本件取立金を
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本件条項に基づき本件当座貸越債務の一部の弁済に充当することは，民事再生法

上，別除権の行使として許されるものであって，上告人による本件取立金の利得は

法律上の原因を欠くものではないと主張している。 

 ３ 原審は，次のとおり判断し，上記事実関係の下において，上告人による本件

取立金の利得は法律上の原因を欠くものであるとして，被上告人の請求を認容すべ

きものとした。 

 (1) 民事再生法５３条１項及び２項は，別除権とされた各担保権につき新たな

効力を創設するものではなく，当該担保権本来の効力の範囲内でその権利の行使を

認めるにとどまるものであるから，別除権者が別除権の行使によって優先的に弁済

を受けるためには，当該別除権とされた担保権に優先弁済権が付与されていること

が必要である。留置権は，留置的効力のみを有するものであり，商法及び民事再生

法には商事留置権に優先弁済権を付与する旨の規定もないから，再生手続において

商事留置権に優先弁済権が付与されているとはいえず，商事留置権を有する者が商

事留置権の行使によって優先的に弁済を受けることはできない。留置権による競売

（民事執行法１９５条）の場合，その被担保債権と競売による換価金引渡債務に対

応する反対債権との相殺により事実上の優先弁済が受けられるとしても，再生債権

者が再生手続開始後に債務を負担したときは相殺が禁止されるから（民事再生法９

３条１項１号），留置権者は，再生手続開始後に受領した換価金を再生債務者に返

還しなければならない。 

 (2) 別除権の目的である財産の受戻し（民事再生法４１条１項９号）や担保権

の消滅（同法１４８条）は，目的物の価値や事業の継続のための必要性等を考慮し

て厳格な要件の下に行われる制度であって，単なる任意弁済である本件条項に基づ
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く弁済充当の場合とはその利益状況を異にするから，上記制度の下で商事留置権者

が被担保債権について優先的に弁済を受けることになるからといって，再生手続開

始前における私人間の合意によって弁済禁止の原則（同法８５条１項）に例外を設

けることは許されない。 

 ４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。 

 (1) 留置権は，他人の物の占有者が被担保債権の弁済を受けるまで目的物を留

置することを本質的な効力とするものであり（民法２９５条１項），留置権による

競売（民事執行法１９５条）は，被担保債権の弁済を受けないままに目的物の留置

をいつまでも継続しなければならない負担から留置権者を解放するために認められ

た手続であって，上記の留置権の本質的な効力を否定する趣旨に出たものでないこ

とは明らかであるから，留置権者は，留置権による競売が行われた場合には，その

換価金を留置することができるものと解される。この理は，商事留置権の目的物が

取立委任に係る約束手形であり，当該約束手形が取立てにより取立金に変じた場合

であっても，取立金が銀行の計算上明らかになっているものである以上，異なると

ころはないというべきである。 

 したがって，取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する者は，当該約

束手形の取立てに係る取立金を留置することができるものと解するのが相当であ

る。 

 (2) そうすると，会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有す

る銀行は，同会社の再生手続開始後に，これを取り立てた場合であっても，民事再

生法５３条２項の定める別除権の行使として，その取立金を留置することができる
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ことになるから，これについては，その額が被担保債権の額を上回るものでない限

り，通常，再生計画の弁済原資や再生債務者の事業原資に充てることを予定し得な

いところであるといわなければならない。このことに加え，民事再生法８８条が，

別除権者は当該別除権に係る担保権の被担保債権については，その別除権の行使に

よって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ再生債権者としてその

権利を行うことができる旨を規定し，同法９４条２項が，別除権者は別除権の行使

によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければなら

ない旨を規定していることも考慮すると，上記取立金を法定の手続によらず債務の

弁済に充当できる旨定める銀行取引約定は，別除権の行使に付随する合意として，

民事再生法上も有効であると解するのが相当である。このように解しても，別除権

の目的である財産の受戻しの制限，担保権の消滅及び弁済禁止の原則に関する民事

再生法の各規定の趣旨や，経済的に窮境にある債務者とその債権者との間の民事上

の権利関係を適切に調整し，もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ろう

とする民事再生法の目的（同法１条）に反するものではないというべきである。 

 したがって，会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行

は，同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を，法定の手続によらず同会社

の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき，同会社の債務の弁済

に充当することができる。 

 (3) 以上によれば，上告人は，本件取立金を本件条項に基づき本件当座貸越債

務の弁済に充当することができるというべきであり，上告人による本件取立金の利

得が法律上の原因を欠くものでないことは明らかである。 

 ５ 以上と異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
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反がある。論旨は以上と同旨をいうものとして理由があり，原判決は破棄を免れな

い。そして，以上説示したところによれば，被上告人の請求は理由がないから，第

１審判決を取り消し，上記請求を棄却することとする。 

 よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官金築誠

志の補足意見がある。 

 裁判官金築誠志の補足意見は，次のとおりである。 

 民事再生法は，商事留置権を別除権としているが，優先弁済権を有せず留置的効

力のみを有する留置権の本来の効力に，変更を加えていない。これに対し，破産法

は，商事留置権を特別の先取特権とみなし，優先弁済権を与えている。このような

取扱いの差異は，破産手続が債務者財産の清算を目的としているのに対し，再生手

続は債務者の事業の継続を目的としているという，手続の目的の違いに由来すると

ころが大きいものと考えられる。再生手続において，例えば債務者所有の事業用機

械や商品について留置権が成立している場合を想定すると，留置権及びその被担保

債権の処理について，留置権者との交渉によって解決するインセンティヴが再生債

務者に働き，別除権の目的財産の受戻しや担保権の消滅の制度が有効に機能するこ

とが期待できるから，留置権が本来有していない優先弁済権を付与するまでの必要

性はないといえるであろう。 

 本件で問題になっている手形の留置権については，事情は相当に異なる。再生手

続の開始は，委任契約の終了事由ではないから，取立委任を受けている銀行は，満

期が来れば手形を取立てに回さざるを得ない。満期に呈示しなければ遡求権を失

い，時間の経過で手形債務者の資力が悪化することもあり得るから，手形を留置し

つつ，満期前に取立委任契約を解除して満期の取立てを事実上不能にすることは，
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不利な時期に委任を解除したものとして損害賠償責任を負う危険を冒すことにな

る。手形は満期に金銭化が予定されているものであり，再生債務者に，銀行に対す

る債務を弁済して手形の返還を受けるというインセンティヴが働くことは期待でき

ないであろう。また，民事執行法に基づいて留置権の目的物が換価された場合，換

価金を弁済に充当することを認めなくても，債権者は，自己の債権と換価金引渡債

務とを相殺することによって，実質的に優先弁済を受けることができるから，担保

としての実効性は確保されると考えられているが，本件のように再生手続の開始後

に満期が到来する手形について，こうした解決方法に十分な実効性は認められない

と思われる。本件のような手形について，再生手続開始前に取立金引渡債務に係る

停止条件不成就の利益を放棄することによって相殺が可能になるという見解を採っ

たとしても，条件不成就の利益の放棄は不渡りのリスクを全て引き受けることを意

味するのであるから，銀行にとって極めて限られた場合にしか選択できない方法と

考えられるからである。そうしてみると，銀行は，取立金に対する留置的効力又は

本件条項のような銀行取引約定に基づく弁済充当が認められなければ，民事再生法

において商事留置権が別除権とされているにもかかわらず，代償なしに担保権を失

うおそれが強いことになる。 

 そこで，少なくとも，取立金について留置権の効力を及ぼすことを認めなければ

実質的に不当であると思われるが，手形交換制度は，取立てをする者の裁量の介在

する余地のない公正な方法であり，これによって手形金を取り立てた場合，取立金

としてある限り，取立委任契約に基づいて委任者のために適正に管理すべき金銭で

あって，銀行において個別的に計算が明らかにされているものと考えられるから，

留置権の目的としての特定性は備えているといってよい（信託法３４条１項２号ロ
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参照）。したがって，取立金については留置権の効力が及ぶと解すべきであるとこ

ろ，銀行が取立金を留置することができるとすれば，法廷意見が述べるように，こ

れを再生計画の弁済原資や再生債務者の事業原資に充てることは予定できない筋合

いであるから，上記の弁済充当が認められると解しても，再生債権者らの本来有す

る利益を害するとはいえない。 

 さらに別の観点から考えると，民事再生法は，別除権に係る担保権の被担保債権

のうち別除権の行使によって弁済を受けることができない部分（不足額）について

のみ再生債権者としての権利行使ができるとし，その権利行使のためには不足額の

見込額を届け出なければならないとして，担保目的物の価値の範囲内の被担保債権

について再生債権としての地位を否定している。これは，上記範囲内の被担保債権

については，担保目的物の換価等によって満足を得ることが予定されているからで

あるが，このことと，同法８５条１項が再生計画の定めるところによらなければ弁

済してはならないとしているのは再生債権についてであることを考慮すると，再生

債権としての権利行使が否定されている上記範囲内の被担保債権に関する限り，担

保目的物の価値をもって被担保債権の満足に充てるための合理的な当事者間の特約

については，別除権の行使に付随する合意として，その有効性を認める余地がある

ものと思う。前述のように，取立金について留置権の効力を及ぼすことができれ

ば，一応不当な結果は避けることができるが，弁済期にある金銭債権を被担保債権

とし金銭を目的物とする留置権について，留置的効力に期待されるところの交渉に

よる解決のインセンティヴが働くものかどうか疑問であり，この留置権を，再生手

続が終了して相殺が可能となるまで存続させることに，実質的な意味があるとも思

われないのであって，弁済充当合意の有効性を認めることが合理的である。 
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 なお，本件条項のような銀行取引約定に基づく弁済充当と，別除権の目的財産の

受戻しや担保権の消滅請求とは，趣旨・目的，どちらにイニシアティヴがあるかな

どの点で異なるが，債務の弁済により担保権を消滅させるという効果において共通

する。しかし，受戻し等に裁判所の許可を要することとした趣旨は，事業にとって

の必要性や目的物の価額評価の相当性を審査するためであるが，満期における手形

の取立ては，銀行にとっては委任契約上の義務の履行であり，再生債務者，再生債

権者らにとっても不利益なものではないし，手形交換制度による取立てについて，

換価手続の適正さを特に審査する必要性もないと思われる。 

(裁判長裁判官 金築誠志 裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官   

横田尤孝 裁判官 白木 勇) 


